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教育委員会６月定例会会議録 
 

日 時  令和３年６月１４日（月） 午後２時から午後２時２４分まで 

 

場 所  市役所１１階北会議室 

 

出席者 

（教育委員） 

教 育 長  吉 川 真由美   教育長職務代理者  奈 良 知 彦 

委 員  石 井 裕 美   委 員  溝 口 健 介 

委     員  髙 濱 正 伸 

 

 

（事 務 局） 

教 育 次 長  藤 井 一 幸   指導担当次長   都 所 幸 直 

総 務 課 長  片 貝 伸 生   文化財保護課長  上 野 克 巳 

生涯学習課長   関 口 知 子   総合教育プラザ館長  金 井 幸 光 
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これより前橋市教育委員会６月定例会を開会いたします。 

  

直ちに本日の会議を開きます。 

 

５月定例会の会議録については、既に配付済みであります。記載事項

に異議等ありますか。 

 

（ 異 議 な し ） 

 

異議のないものと認め、承認いたします。 

 

日程第一。会期の決定ですが、本会議の会期は、本日一日といたしま

す。 

 

日程第二。会議録署名委員の指名ですが、本日の署名委員に髙濱委員

と奈良委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

日程第三。教育長提出の諸報告について、報告いたします。 

 

総括的報告 

まず始めに、教育長総括的報告を申し上げます。お手元にレジュメを

配布させていただきました。 

例年この時期は、総会や協議会など、多くの会議が開催されておりま

すけれども、新型コロナウイルス感染症の第４波の影響で、多くが中止

となったり、書面開催となったりしております。今回は、次の２つの事

項ついて、ご報告させていただきます。 

まず始めに、５月２４日に開催されました教育福祉常任委員会につい

てでございます。教育委員会からは２点ご報告をさせていただきました。

今年度、実施いたします５つの小学校校舎の大規模改造工事について、

入札が完了し、詳細が決定いたしましたので、上川淵小学校、下川淵小

学校、芳賀小学校、岩神小学校、勝山小学校の５校、それぞれの工事請

負契約の締結の概要について、ご説明申し上げました。 

２点目は、教育委員会として、宮城幼稚園の閉園を決定したことにつ

いてご報告申し上げました。閉園に関する概要に加え、教育福祉常任委

員会に先立って行われました、宮城幼稚園保護者向けの説明会の様子も

合わせてご説明させていただきました。教育福祉常任委員の皆様からは、

地域のことを考えて、丁寧に対応していってほしいというご意見を賜り

ました。宮城幼稚園の閉園に関しましては、改めて、総合教育プラザ館

長より、お話し申し上げます。 

続きまして、５月３１日に社会教育委員会議からの提言書の提出につ
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いてでございます。前回の２０１７年の提言から４年間の時間をかけて、

２１名の委員さんに研究をいただきました。そして、これからさらに４

年またはより長期的な展望も踏まえて、新しい前橋の社会教育モデルの

ご提言をくださいました。その中心となる考え方は、「誰一人取り残す

ことなく、すべての世代の市民が学びと協働を通して、つながり合い、

地域にその学びを還元することを目指す」ということでした。社会教育

の対象者は、ともすると公民館利用者の高齢者というイメージを持たれ

がちでありますが、地域課題を解決する力をつける若者、高校生をその

対象として意識をし、公民館をさらに活用することが提言されています。

前橋市高校生学習室も、その提言の流れをくむものであります。 

今後、この提言をもとに、教育委員の皆さまからもご意見をいただき

ながら、前橋らしい社会教育の取り組みを展開してまいりたいと思いま

す。以上でございます。 

 

報告１ 宮城幼稚園の閉園について 

報告１宮城幼稚園の閉園につきまして、ご報告申し上げます。 

宮城幼稚園の閉園につきましては、教育委員会の皆様に、協議会にお

いて、ご協議・ご了承いただき、事務を進めてきたところでございます

が、このたび、保護者や地元への説明が終了したことから、改めて、こ

れまでの経緯等について、ご報告するものございます。 

それでは、資料１ページをご覧ください。 

まず、１番の「閉園理由」についてです。宮城幼稚園では、前橋市の

目指す子ども像である、「多様な人と協働しながら、主体的・創造的に

活動する子ども」を受け、幼稚園教育要領に基づく質の高い幼児教育を

実践してまいりました。 

そのなかで、「多様性を認め合う幼児教育」を推進してまいりました

が、幼稚園という集団生活の中で、幼児の望ましい発達を促すためには、

異なる様々な個性をもった友達と十分に関わる生活を積み重ねていく必

要があり、「体験」を通して、自己肯定感や自立心、協同性、規範意識

などの育ちにつながっていくためには、一定数以上の園児数が必要です。 

教育委員会といたしましても、園児数の減少を食い止めるため、平成

２６年度より夏季休業中の「預かり保育」を開始するなどの取り組みを

行ってまいりました。 

しかし、少子化といった大きな流れや、幼児教育の無償化、保育園や

認定こども園を希望するご家庭の増加等により、宮城幼稚園の園児数の

急激な減少は拍車がかかっているのが現状です。資料２ページをご覧く

ださい。園児数の減少は加速しており、近年の入園児数も、令和元年度

が９人、２年度が５人、３年度も６人と、一桁が続いていて、今後もこ

の減少傾向が続くと思われます。 

学識経験者からも、「幼児期の子どもは友だちと過ごすことで多くの
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ことを学ぶが、人数が少ないと、協同性や言葉による伝え合いなどとい

った活動が難しくなったり、仲間関係の固定化、活動の固定化が懸念さ

れる」とのご意見もいただいております。 

以上を踏まえ、宮城幼稚園については、今後の園児数の減少を踏まえ

ると、本市が目指す幼児教育の継続的な実施は難しいことから、今年度

入園した年少児が卒園する令和５年度末をもって閉園することと、教育

委員会として判断いたしました。 

資料１ページ、２番の「閉園時期」から５番「預かり保育」について

は、資料に記載のとおりです。今年度入園した年少児が卒園する令和５

年度末までは、宮城幼稚園をしっかりと運営してまいります。 

最後に、保護者や地元自治会への説明会の様子についてご報告いたし

ます。５月１８日には保護者に向けて、５月２０日には地元自治会に向

けて、宮城幼稚園の閉園について丁寧に説明をさせていただきました。

ともに混乱なく、教育委員会からの説明を概ねご理解いただけたと思い

ます。 

保護者、地元自治会ともに、閉園に否定的なご意見は聞かれず、いた

だいたご質問の内容は３点で、全て今後のことに関するご質問でした。

第１は「閉園までの間、更に園児が少なくなってきた場合には、どんな

保育の工夫を行っていく予定ですか」とのご質問、第２は「令和４年度

以降に入園した場合、令和５年度末で転園することになるので、転園に

際して教育委員会からもサポートをいただけますか」とのご質問、第３

は「閉園後の施設の利活用の見通しがあれば教えてください」とのご質

問でした。全て丁寧に回答させていただきました。今後も、真摯に丁寧

に対応してまいりたいと思います。 

以上でございます。 

 

以上の報告について、質疑等ございますか。 

なければ、以上で質疑を終わります。 

 

日程第四。教育長提出の議案を上程いたします。 

それでは、議案第１５号及び議案第１６号を議題といたします。説明

をお願いします。 

 

議案第１５号 前橋市文化財調査委員の委嘱について 

教育委員会議案第１５号前橋市文化財調査委員の委嘱につきまして、

ご説明申し上げます。 

資料３ページをご覧ください。 

前橋市文化財保護条例第１０条の規定により、前橋市文化財調査委員

を委嘱しようとするものでございます。 

文化財調査委員は、前橋市文化財保護条例第９条により、文化財の保
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生涯学習課長 

存及び活用に関する事項を調査研究し、これらに関し教育委員会に意見

を具申することをその職務としております。 

現在の委員の任期が、令和３年６月３０日で満了することに伴い、新

たに委員を委嘱しようとするものでございます。 

委嘱しようとする者につきましては、岡田昭二さん、須永智さん、能

登健さん、右島和夫さん、村田敬一さんの５名でございます。須永智さ

んが新規の委嘱で、他の４名の方は再任でございます。経歴・専門領域

については、４ページをご覧ください。 

委嘱する委員の任期につきましては、令和３年７月１日から令和５年

６月３０日までの２年間でございます。 

文化財調査委員による活動は、前橋市の文化財保護行政を進める上で、

重要な位置を占めるものです。文化財調査の専門性、継続性を図る上か

らも、この５名を委嘱したいと考えておりますので、よろしくご審議の

ほどお願い申し上げます。 

 

議案第１６号 前橋市社会教育委員の委嘱について 

教育委員会議案第１６号前橋市社会教育委員の委嘱につきまして、ご

説明申し上げます。 

資料の５ページをご覧ください。 

前橋市社会教育委員につきましては、社会教育法第１５条並びに前橋

市社会教育委員条例第２条、第３条及び第４条の規定により、「学校教

育及び社会教育の関係者」、「家庭教育の向上に資する活動を行う者」、

「学識経験のある者」の中から、教育委員会が委嘱しております。 

現在の委員の任期が、令和３年６月３０日で満了することに伴い、新

たに委嘱しようとするものでございます。 

委嘱しようとする者につきましては、土田かほるさん 以下、６ペー

ジの「前橋市社会教育委員委嘱予定者名簿」に記載の１２名でございま

す。 

委嘱する委員の任期につきましては、令和３年７月１日から令和５年

６月３０日までの２年間でございます。 

よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

 

ただいま提案説明のありました議案について質疑に入ります。ご意見

等がございましたらお願いします。 

 

前橋市社会教育委員の公募について、お伺いさせていただきます。 

今回新しく公募の委員の方が２名入られていますが、どういった方な

のか差し支えなければ教えてください。 

 

公募委員の２名につきまして、奈良望さんは、最終の職歴が市外の小
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学校の教諭、山田千奈さんにつきましては、県立女子大の３年生で、Ｎ

ＰＯ法人Ｎｅｘｔ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎのメンバーとしても活躍され

ております。 

 

ほかにいかがでしょうか。なければ、以上で質疑を終了します。 

それでは、議案第１５号及び議案第１６号について、原案どおり可決

することに異議ありませんか。 

 

（ 異 議 な し ） 

 

異議のないものと認めます。 

よって、議案第１５号及び議案第１６号について原案どおり可決いた

します。 

 

日程第五。その他について報告事項がございます。 

説明をお願いいたします。 

 

その他１ 行事について 

その他（１）行事について、ご説明申し上げます。 

教育委員会の７月の定例会でございますけれども、１２日月曜日午後

１時３０分から、１１階北会議室において、開催予定となっております。

なお、この日は、引き続きまして、午後３時から総合教育会議が同じく

１１階北会議室におきまして、開催予定でございます。（ほか、資料の

主だった予定を紹介） 

 教育委員会の８月定例会につきましては、１６日月曜日午後２時から、

１１階北会議室において、開催予定でございます。（ほか、資料の主だ

った予定を紹介） 

 行事については、以上です。 

 

その他２ 前橋市高校生学習室の利用状況について 

その他（２）前橋市高校生学習室の利用状況につきまして、新聞で報

道されましたがご報告申し上げます。 

資料９ページをご覧ください。５月１日に前橋市高校生学習室がオー

プンいたしました。 

５月３１日現在で、利用登録申込者数は１，１０５人、利用登録証発

行人数は７６６人でございます。学校別の内訳は、県立前橋女子高校が

２７５人で全体の３６％、県立前橋高校が１４９人で１９％となってお

り、以下は資料に記載のとおりでございます。 

高校所在地別にみますと、前橋にある高校の生徒が全体の約４分の３

を占めておりますが、市外に通学している生徒の登録も多いことがわか
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ります。 

次に、資料１０ページをご覧ください。 

５月の延べ利用者数は１，８０８人で、日別の利用者数は棒グラフの

とおりでございます。 

なお、座席数でございますが、５月１日から３日までは７８席でした

が、群馬県の「社会経済活動再開に向けたガイドライン」において、前

橋市の警戒度が４に引き上げられたことにより、４日以降は、座席同士

の間隔を２ｍ以上開け、４８席で運営しております。 

また、５月４日以降は開室時間を短縮しており、平日が１５時から２

０時まででございます。土日祝日は、１０時から１４時と１５時から１

９時とし、１４時から１５時までの間は、消毒作業のため閉鎖をしてお

ります。また、テスト期間に対応した特別開室日は、１３時から１６時

と１７時から２０時とし、１６時から１７時までの間は、消毒作業のた

め閉鎖をしております。 

利用方法でございますが、通常は一部予約制ですが、５月１日から１

４日までは、周知期間として全席予約なしで利用していただいておりま

した。１５日からは、新型コロナウイルス感染症予防対策のため、全席

予約制としております。 

５月２８日以降利用者数が減少しているのは、市内高校の中間テスト

が２８日に終了した影響と考えております。 

今後、本市の警戒度が３以下に引き下げられましたら、座席数を増や

し、予約なしでも利用できる席を用意するとともに、交流事業や支援事

業も行っていきたいと考えております。 

以上、ご報告申し上げます。 

 

総務課からの行事予定で、次回の定例会についてですが、７月１２日

月曜日午後１時３０分ということでよろしいでしょうか。 

 

（ 異 議 な し ） 

 

では、７月定例会については７月１２日（月）午後１時３０分からと

決定します。 

また、８月定例会については８月１６日（月）午後２時からを予定す

ることで、よろしいでしょうか。 

 

（ 異 議 な し ） 

 

では、８月定例会については８月１６日月曜日午後２時からというこ

とで、お願いいたします。 

ほかに、ただ今の報告について質疑等ございますでしょうか。 
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生涯学習課長 

 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

 

 

 

高校生学習室の利用状況について、登録申込人数と登録証発行人数が

異なっているのは、許可されない人がいるのでしょうか。 

 

先にＷＥＢで予約した人がいまして、登録証をまだ取りに来ていない

方がいますので、その差が開いております。許可されない人はおりませ

ん。 

 

市内の中間テストの終了と同時に文化祭に向けた準備などで高校生は

忙しかったと聞きますので、一連の行事が終わった後、また利用者が増

えていくのかなと思っています。 

 

すごく面白い取り組みで、今日見に行こうと思っていますが、どうい

う雰囲気なのでしょうか。自習をただひたすらやっているだけなのか、

先輩が後輩に教えるみたいなのはないですか。 

 

現在は自習です。まだ先輩が後輩に教えるという姿は見られなくて、

自分で参考書や教科書で勉強している状態です。 

 

あと一つ、前高と前女で女子の方が圧倒的に多いのは、何かあるので

すか。 

 

地理的な要因が大きいと思っています。一番最寄りの学校が前橋女子

高校ですので、利便性が良いと考えております。 

 

ほかにいかがでしょうか。なければ以上で質疑を終わります。 

 

以上をもちまして教育委員会６月定例会を閉会いたします。 

 

（午後２時２４分） 

   


